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NifMo 利用規約 新旧対照表 

 
新 旧 

NifMo 利⽤規約 

（略） 

第六章  料 ⾦ 

第 21 条（料⾦） 

１．NifMo の料⾦は、基本使⽤料、⽉額料⾦、電話ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、

ブロードバンドユニバーサルサービス料、およびオプションサービスに関する料⾦等は NifMo サービス 

重要事項説明の別表１【料⾦表】に定めるところにより構成されるものとし、契約者はこれらの料⾦表

のうち⾃⼰が選択し利⽤している各サービスの料⾦をニフティに⽀払う義務を負うものとします。 

２. 基本使⽤料、⽉額料⾦、電話ユニバーサルサービス料、（削除）電話リレーサービス料、およびブロ

ードバンドユニバーサルサービス料は、第 5 条所定のサービス提供開始⽉から、NifMo 契約の解除等の

⼿続が完了した⽇の属する⽉まで発⽣します。ニフティは、⽉額料⾦の算定において、本利⽤規約また

は約款類で規定される場合を除き、第四章所定の事由によるサービス提供の停止があった場合であって

も、NifMo の提供があったものとして取り扱うものとします。 

 

（略） 

附則︓本利⽤規約は、2014 年 11 ⽉ 26 ⽇より実施されます。 

改定︓2024 年 12 ⽉ 2 ⽇ 

改定︓2025 年 12 ⽉１⽇ 

改定︓2026 年 3 ⽉ 1 ⽇ 

NifMo 利⽤規約 

 （略） 

第六章  料 ⾦ 

第 21 条（料⾦） 

１．NifMo の料⾦は、基本使⽤料、⽉額料⾦、(新設)ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、

（新設）およびオプションサービスに関する料⾦等は NifMo サービス 重要事項説明の別表１【料⾦表】

に定めるところにより構成されるものとし、契約者はこれらの料⾦表のうち⾃⼰が選択し利⽤している

各サービスの料⾦をニフティに⽀払う義務を負うものとします。 

２. 基本使⽤料、⽉額料⾦、（新設）ユニバーサルサービス料、および電話リレーサービス料（新設）は、

第 5 条所定のサービス提供開始⽉から、NifMo 契約の解除等の⼿続が完了した⽇の属する⽉まで発⽣し

ます。ニフティは、⽉額料⾦の算定において、本利⽤規約または約款類で規定される場合を除き、第四

章所定の事由によるサービス提供の停止があった場合であっても、NifMo の提供があったものとして取

り扱うものとします。 

 

（略） 

附則︓本利⽤規約は、2014 年 11 ⽉ 26 ⽇より実施されます。 

改定︓2024 年 12 ⽉ 2 ⽇ 

改定︓2025 年 12 ⽉１⽇ 

（新設） 
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